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【公表日】平成30年1月25日(2018.1.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-003
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   Ｈ０４Ｗ  76/10     (2018.01)
   Ｈ０４Ｗ  74/02     (2009.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   76/02     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月9日(2018.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信の方法であって、
　　特定のデバイスにおいてトラフィックアドバタイズメントを生成することと、ここで
、前記トラフィックアドバタイズメントは、デバイスのセットのうちの複数のデバイスへ
前記特定のデバイスによって送信されるべきデータのアベイラビリティを示し、ここにお
いて、前記データは、前記複数のデバイスのうちの第１のデバイスに送信されるべき第１
のデータと、前記複数のデバイスのうちの第２のデバイスに送信されるべき第２のデータ
とを含む、
　　前記特定のデバイスから、ページングウィンドウの間に前記トラフィックアドバタイ
ズメントを送信することと、ここにおいて、デバイスの前記セットのうちの１つまたは複
数のデバイスが前記ページングウィンドウの間に特定の通信チャネルを監視し、前記ペー
ジングウィンドウが特定の送信ウィンドウの第１の部分に対応する、
　　データ送信ウィンドウの間に、前記特定のデバイスから前記第１のデバイスに前記第
１のデータを送信することと、ここにおいて、前記送信ウィンドウが前記ページングウィ
ンドウに続く前記特定の送信ウィンドウの第２の部分に対応する、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記特定のデバイスから前記複数のデバイスのうちの特定の第１のデバイスへ送信要求
（ＲＴＳ）フレームを送信することをさらに備え、前記トラフィックアドバタイズメント
が、前記特定の第１のデバイスから送信可（ＣＴＳ）フレームを受信したことに応答して
送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第１の時間において、前記特定のデバイスから前記複数のデバイスのうちの特定の第１
のデバイスへ第１の送信要求（ＲＴＳ）フレームを送信することと、
　第１の送信可（ＣＴＳ）フレームが前記特定の第１のデバイスから前記特定のデバイス
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において受信されていないと第２の時間において決定したことに応答して、前記特定のデ
バイスから前記複数のデバイスのうちの特定の第２のデバイスへ第２のＲＴＳフレームを
送信することとをさらに備え、
　前記第１の時間と前記第２の時間との間の差が、短フレーム間空間（ＳＩＦＳ）時間以
上であり、
　前記トラフィックアドバタイズメントが、前記特定の第２のデバイスから第２のＣＴＳ
フレームを受信したことに応答して送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記トラフィックアドバタイズメントがマルチキャストメッセージを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記トラフィックアドバタイズメントが第１のユニキャストメッセージを含み、前記第
１のデバイスが前記第１のユニキャストメッセージの宛先であることを前記第１のユニキ
ャストメッセージが示す、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　アソシエーションプロセスの間に、
　　デバイスの前記セットのうちの前記第１のデバイスにアソシエーション識別子を割り
当てることと、
　　前記アソシエーション識別子を前記特定のデバイスから前記第１のデバイスに送信す
ることと、
　をさらに備え、
　　前記トラフィックアドバタイズメントが、前記複数のデバイスを示すビットマップを
含み、
　　前記ビットマップが、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格に適合するト
ラフィック指示マップ（ＴＩＭ）を含み、
　　前記ビットマップの特定のビットが前記アソシエーション識別子に対応する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記データが前記特定のデバイスによって提供される特定のサービスと関連付けられ、
　前記トラフィックアドバタイズメントを生成することが、デバイスの前記セットの各デ
バイスへ前記特定のデバイスによって前記データが送信されるべきであると決定したこと
に応答して、前記特定のサービスを示すように前記トラフィックアドバタイズメントの宛
先フィールドを設定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記トラフィックアドバタイズメントが、アナウンスメントトラフィック指示メッセー
ジ（ＡＴＩＭ）を含み、前記ＡＴＩＭの宛先フィールドが、前記複数のデバイスを示すグ
ループアドレスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記トラフィックアドバタイズメントが、トラフィック指示マップ（ＴＩＭ）を含むよ
うに生成されるべきか、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスインジケータリストを含む
ように生成されるべきか、ブルームフィルタを表すビットを含むように生成されるべきか
、またはアナウンスメントトラフィック指示メッセージ（ＡＴＩＭ）を含むように生成さ
れるべきかを選択することをさらに備え、前記選択は、前記複数のデバイスの数が閾値よ
り少ないかどうかを決定すること、アソシエーション識別子が前記複数のデバイスのうち
の少なくとも１つに割り当てられているかどうかを決定すること、またはそれら両方に基
づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アソシエーション識別子が前記複数のデバイスのうちの少なくとも１つに割り当て
られていると決定したことに応答して、前記トラフィックアドバタイズメントが、前記Ｔ
ＩＭを含むように生成される、または、
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　前記複数のデバイスの前記数がリスト閾値より少ないと決定したことに応答して、前記
トラフィックアドバタイズメントが前記ＭＡＣアドレスインジケータリストを含むように
生成され、前記ＭＡＣアドレスインジケータリストのＭＡＣアドレスインジケータが、Ｍ
ＡＣアドレスの少なくとも一部分、前記ＭＡＣアドレスに基づくハッシュ値、または前記
ＭＡＣアドレスに基づく別の値を含み、前記複数のデバイスの前記数が前記リスト閾値以
上であると決定したことに応答して、前記トラフィックアドバタイズメントが、前記ブル
ームフィルタを表す前記ビットを含むように生成される、または、
　前記複数のデバイスの前記数が特定の閾値未満であることと、前記複数のデバイスのい
ずれもがアソシエーション識別子を割り当てられていないこととを決定したことに応答し
て、前記トラフィックアドバタイズメントが、前記ＡＴＩＭを含むように生成される、請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のデータが前記第１のデバイスの第１のアベイラビリティに基づいて前記第１
のデバイスに送信され、前記第２のデータが前記第２のデバイスの第２のアベイラビリテ
ィに基づいて前記第２のデバイスに送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記データ送信ウィンドウの開始部分の間に前記第１のデバイスからトリガメッセージ
を受信したことに応答して、前記第１のデータが前記第１のデバイスに送信され、前記ト
リガメッセージが、前記第１のデバイスのアベイラビリティを示す、請求項１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記第１のＡＣＫが前記ページングウィンドウの間に前記第１のデバイスから受信され
たと決定したことに応答して、前記第１のデバイスが前記第１のデータを受信するために
前記データ送信ウィンドウの間に利用可能であると決定することをさらに備え、
　前記第１のデバイスが前記第１のデータを受信するのに利用可能であると決定したこと
に応答して、前記第１のデータが前記第１のデバイスに送信される、請求項１に記載の方
法。
【請求項１４】
　命令を記憶するコンピュータ可読記憶デバイスであって、前記命令が、プロセッサによ
って実行されると、前記プロセッサに、請求項１～１３のうちのいずれか一項に記載の方
法を実行させる、コンピュータ可読記憶デバイス。
【請求項１５】
　通信のための装置であって、
　　特定のデバイスにおいてトラフィックアドバタイズメントを生成するための手段と、
ここで、前記トラフィックアドバタイズメントは、デバイスのセットのうちの複数のデバ
イスへ前記特定のデバイスによって送信されるべきデータのアベイラビリティを示し、こ
こにおいて、前記データは、前記複数のデバイスのうちの第１のデバイスに送信されるべ
き第１のデータと、前記複数のデバイスのうちの第２のデバイスに送信されるべき第２の
データとを含む、
　　前記特定のデバイスから、ページングウィンドウの間に前記トラフィックアドバタイ
ズメントを送信するための手段と、ここにおいて、デバイスの前記セットのうちの１つま
たは複数のデバイスが前記ページングウィンドウの間に特定の通信チャネルを監視し、前
記ページングウィンドウが特定の送信ウィンドウの第１の部分に対応する、
　　データ送信ウィンドウの間に、前記特定のデバイスから前記第１のデバイスに前記第
１のデータを送信するための手段と、ここにおいて、前記送信ウィンドウが前記ページン
グウィンドウに続く前記特定の送信ウィンドウの第２の部分に対応する、
　を備える、装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１８】
　[0667]開示された態様の上記の説明は、当業者が開示された態様を製作または使用する
ことを可能にするために提供されている。これらの態様への様々な修正が当業者には容易
に明らかになり、本明細書で定義された原理が、本開示の範囲から逸脱することなく他の
態様に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書に示された態様に限定されること
を意図されておらず、以下の特許請求の範囲によって定義される原理および新規な特徴と
一致する可能な最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]　通信の方法であって、
　　特定のデバイスにおいてトラフィックアドバタイズメントを生成することと、ここで
、前記トラフィックアドバタイズメントは、デバイスのセットのうちの複数のデバイスへ
前記特定のデバイスによって送信されるべきデータのアベイラビリティを示し、ここにお
いて、前記データは、前記複数のデバイスのうちの第１のデバイスに送信されるべき第１
のデータと、前記複数のデバイスのうちの第２のデバイスに送信されるべき第２のデータ
とを含む、
　　前記特定のデバイスから、ページングウィンドウの間に前記トラフィックアドバタイ
ズメントを送信することと、
　　肯定応答デバイスから前記特定のデバイスにおいて前記ページングウィンドウの間に
第１の肯定応答（ＡＣＫ）を受信することと、
　　データ送信ウィンドウの間に、前記特定のデバイスから前記第１のデバイスに前記第
１のデータを送信することと、
　を備える、方法。
[Ｃ２]　前記特定のデバイスから前記複数のデバイスのうちの特定の第１のデバイスへ送
信要求（ＲＴＳ）フレームを送信することをさらに備え、前記トラフィックアドバタイズ
メントが、前記特定の第１のデバイスから送信可（ＣＴＳ）フレームを受信したことに応
答して送信される、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ３]　第１の時間において、前記特定のデバイスから前記複数のデバイスのうちの特定
の第１のデバイスへ第１の送信要求（ＲＴＳ）フレームを送信することと、
　第１の送信可（ＣＴＳ）フレームが前記特定の第１のデバイスから前記特定のデバイス
において受信されていないと第２の時間において決定したことに応答して、前記特定のデ
バイスから前記複数のデバイスのうちの特定の第２のデバイスへ第２のＲＴＳフレームを
送信することとをさらに備え、
　前記第１の時間と前記第２の時間との間の差が、短フレーム間空間（ＳＩＦＳ）時間以
上であり、
　前記トラフィックアドバタイズメントが、前記特定の第２のデバイスから第２のＣＴＳ
フレームを受信したことに応答して送信される、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ４]　前記トラフィックアドバタイズメントがマルチキャストメッセージを含む、Ｃ１
に記載の方法。
[Ｃ５]　前記トラフィックアドバタイズメントが第１のユニキャストメッセージを含み、
前記第１のデバイスが前記第１のユニキャストメッセージの宛先であることを前記第１の
ユニキャストメッセージが示す、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ６]　前記第１のユニキャストメッセージを送信する前に、前記ページングウィンドウ
の間に、前記特定のデバイスから第２のユニキャストメッセージを送信することをさらに
備え、　前記第２のユニキャストメッセージが前記トラフィックアドバタイズメントを含
み、　前記第２のユニキャストメッセージが、第３のデバイスが前記第２のユニキャスト
メッセージのユニキャスト宛先であることを示し、
　肯定応答（ＡＣＫ）が前記第２のユニキャストメッセージを送信する特定の持続時間内
に前記第３のデバイスから前記特定のデバイスによって受信されていないと決定したこと
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に応答して、前記第１のユニキャストメッセージが送信される、Ｃ５に記載の方法。
[Ｃ７]　特定の論理チャネルが特定の通信チャネルと少なくとも１つの送信ウィンドウと
に対応し、デバイスの前記セットのうちの１つまたは複数のデバイスが前記ページングウ
ィンドウの間に前記特定の通信チャネルを監視し、前記ページングウィンドウが前記少な
くとも１つの送信ウィンドウの特定の送信ウィンドウの開始部分に対応し、前記データ送
信ウィンドウが前記ページングウィンドウに続く前記特定の送信ウィンドウの第２の部分
に対応する、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ８]　アソシエーションプロセスの間に、
　　デバイスの前記セットのうちの第１の特定のデバイスにアソシエーション識別子を割
り当てることと、
　　前記アソシエーション識別子を前記特定のデバイスから前記第１の特定のデバイスに
送信することと、
　をさらに備え、
　　前記トラフィックアドバタイズメントが、前記複数のデバイスを示すビットマップを
含み、
　　前記ビットマップが、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格に適合するト
ラフィック指示マップ（ＴＩＭ）を含み、
　　前記ビットマップの特定のビットが前記アソシエーション識別子に対応する、
　Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ９]　前記データが前記特定のデバイスによって提供される特定のサービスと関連付け
られ、　前記トラフィックアドバタイズメントを生成することが、デバイスの前記セット
の各デバイスへ前記特定のデバイスによって前記データが送信されるべきであると決定し
たことに応答して、前記特定のサービスを示すように前記トラフィックアドバタイズメン
トの宛先フィールドを設定することを含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１０]　前記トラフィックアドバタイズメントが、アナウンスメントトラフィック指示
メッセージ（ＡＴＩＭ）を含み、前記ＡＴＩＭの宛先フィールドが、前記複数のデバイス
を示すグループアドレスを含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１１]　前記トラフィックアドバタイズメントが、トラフィック指示マップ（ＴＩＭ）
を含むように生成されるべきか、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスインジケータリス
トを含むように生成されるべきか、ブルームフィルタを表すビットを含むように生成され
るべきか、またはアナウンスメントトラフィック指示メッセージ（ＡＴＩＭ）を含むよう
に生成されるべきかを選択することをさらに備え、前記選択は、前記複数のデバイスの数
が閾値より少ないかどうかを決定すること、アソシエーション識別子が前記複数のデバイ
スのうちの少なくとも１つに割り当てられているかどうかを決定すること、またはそれら
両方に基づく、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１２]　前記アソシエーション識別子が前記複数のデバイスのうちの少なくとも１つに
割り当てられていると決定したことに応答して、前記トラフィックアドバタイズメントが
、前記ＴＩＭを含むように生成される、Ｃ１１に記載の方法。
[Ｃ１３]　前記複数のデバイスの前記数がリスト閾値より少ないと決定したことに応答し
て、前記トラフィックアドバタイズメントが前記ＭＡＣアドレスインジケータリストを含
むように生成され、前記ＭＡＣアドレスインジケータリストのＭＡＣアドレスインジケー
タが、ＭＡＣアドレスの少なくとも一部分、前記ＭＡＣアドレスに基づくハッシュ値、ま
たは前記ＭＡＣアドレスに基づく別の値を含み、前記トラフィックアドバタイズメントが
、前記複数のデバイスの前記数が前記リスト閾値以上であると決定したことに応答して、
前記ブルームフィルタを表す前記ビットを含むように生成される、Ｃ１１に記載の方法。
[Ｃ１４]　前記トラフィックアドバタイズメントが、前記複数のデバイスの前記数が特定
の閾値未満であることと、前記複数のデバイスのいずれもがアソシエーション識別子を割
り当てられていないこととを決定したことに応答して、前記ＡＴＩＭを含むように生成さ
れる、Ｃ１１に記載の方法。
[Ｃ１５]　前記第１のデータが前記第１のデバイスの第１のアベイラビリティに基づいて
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前記第１のデバイスに送信され、前記第２のデータが前記第２のデバイスの第２のアベイ
ラビリティに基づいて前記第２のデバイスに送信される、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１６]　前記データ送信ウィンドウの開始部分の間に前記第１のデバイスからトリガメ
ッセージを受信したことに応答して、前記第１のデータが前記第１のデバイスに送信され
、前記トリガメッセージが、前記第１のデバイスのアベイラビリティを示す、Ｃ１に記載
の方法。
[Ｃ１７]　前記第１のＡＣＫが前記ページングウィンドウの間に前記第１のデバイスから
受信されたと決定したことに応答して、前記第１のデバイスが前記第１のデータを受信す
るために前記データ送信ウィンドウの間に利用可能であると決定することをさらに備え、
　前記第１のデバイスが前記第１のデータを受信するのに利用可能であると決定したこと
に応答して、前記第１のデータが前記第１のデバイスに送信される、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１８]　命令を記憶するコンピュータ可読記憶デバイスであって、前記命令が、プロセ
ッサによって実行されると、前記プロセッサに、
　　第１のデバイスにおいて特定のデバイスからトラフィックアドバタイズメントを受信
することと、ここで、前記トラフィックアドバタイズメントは、デバイスのセットのうち
の複数のデバイスへ前記特定のデバイスによって送信されるべきデータのアベイラビリテ
ィを示す、
　　前記第１のデバイスにおいて、前記第１のデバイスが前記複数のデバイスのリーダー
デバイスであるかどうかを決定することと、
　　前記決定に基づいて、肯定応答（ＡＣＫ）を前記第１のデバイスから前記特定のデバ
イスに送信することと
　を備える動作を実行させる、コンピュータ可読記憶デバイス。
[Ｃ１９]　前記動作が、前記第１のデバイスにおいて、前記第１のデバイスが前記複数の
デバイスに含まれることと、別のデバイスから前記特定のデバイスへの第１のＡＣＫが前
記トラフィックアドバタイズメントを受信する特定の持続時間内に検出されないこととを
決定したことに応答して、前記第１のデバイスが前記リーダーデバイスであると決定する
ことをさらに備える、Ｃ１８に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
[Ｃ２０]　前記特定の持続時間が、前記複数のデバイスの識別子に対する前記第１のデバ
イスの識別子のソーティング順序に基づき、前記特定の持続時間が、前記ソーティング順
序およびギャップ持続時間に関数を適用することによって決定され、前記関数が加算また
は乗算のうちの少なくとも１つを含む、Ｃ１９に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
[Ｃ２１]　前記ギャップ持続時間が前記特定のデバイスによってデバイスの前記セットに
提供され、前記特定の持続時間がランダムカウンタまたは疑似ランダムカウンタに基づく
、Ｃ２０に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
[Ｃ２２]　前記動作が、前記第１のデバイスにおいて、前記第１のデバイスが前記複数の
デバイスに含まれることと、前記トラフィックアドバタイズメントがユニキャストメッセ
ージを含むことと、前記第１のデバイスが前記ユニキャストメッセージの宛先であること
を前記ユニキャストメッセージが示すこととを決定したことに応答して、前記第１のデバ
イスが前記リーダーデバイスであると決定することをさらに備える、Ｃ１８に記載のコン
ピュータ可読記憶デバイス。
[Ｃ２３]　第２のデバイスからパケットを受信するように構成されたインターフェースと
、ここにおいて、前記インターフェースは無差別モードで動作するように構成される、
　少なくとも１つの基準に基づいて前記パケットを選択的に処理するように構成されたプ
ロセッサと、
　を備える、デバイス。
[Ｃ２４]　前記少なくとも１つの基準が満たされることを決定したことに応答して、前記
プロセッサが前記パケットを処理するように構成され、前記プロセッサが、アソシエーシ
ョン識別子が前記第２のデバイスに割り当てられていると決定すること、前記パケットが
デバイスのグループのグループ識別子を含むと決定すること、前記パケットが前記第２の
デバイスとのアクティブトラフィックセッションに対応すると決定すること、またはこれ
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らの組合せに応答して、前記少なくとも１つの基準が満たされると決定するようにさらに
構成される、Ｃ２３に記載のデバイス。
[Ｃ２５]　前記インターフェースが、前記無差別モードで動作している間、前記インター
フェースが前記パケットの宛先であることを前記パケットが示すかどうかとは無関係に、
前記パケットを前記プロセッサに提供するように構成される、Ｃ２４に記載のデバイス。
[Ｃ２６]　前記プロセッサが、前記第２のデバイスとのアソシエーションプロセスの間に
、前記アソシエーション識別子を前記第２のデバイスに割り当てる、Ｃ２４に記載のデバ
イス。
[Ｃ２７]　前記パケットがアクティブトラフィックセッションに対応すると決定すること
が、前記第２のデバイスから以前に受信されたパケットと関連付けられるパターン、前記
第２のデバイスから以前に受信されたサービスアドバタイズメントと関連付けられるサー
ビスのタイプ、またはそれら両方に基づく、Ｃ２３に記載のデバイス。
[Ｃ２８]　通信のための装置であって、
　　第２のデバイスから第１のデバイスにおいてパケットを受信するための手段と、ここ
において、前記第１のデバイスは無差別モードで動作するように構成される、
　　前記第１のデバイスが前記第２のデバイスと関連付けられること、前記パケットが前
記第１のデバイスを含むデバイスのグループのグループ識別子を含むこと、前記パケット
が前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとの間のアクティブトラフィックセッション
に対応すること、またはこれらの組合せを決定したことに基づいて、前記パケットを選択
的に処理するための手段と、
　を備える、装置。
[Ｃ２９]　デバイスの前記グループが、近隣認識ネットワーク（ＮＡＮ）クラスタのＮＡ
Ｎデータリンク（ＮＤＬ）グループに対応し、前記グループ識別子が、ＮＤＬグループ識
別子、ＮＡＮクラスタ識別子、または米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格に
適合する別の値に対応する、Ｃ２８に記載の装置。
[Ｃ３０]　受信するための前記手段および選択的に処理するための前記手段が、通信デバ
イス、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテインメントユニット、ナビゲーション
デバイス、携帯情報端末（ＰＤＡ）、モバイルデバイス、コンピュータ、デコーダ、また
はセットトップボックスのうちの少なくとも１つに組み込まれる、Ｃ２８に記載の装置。
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